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北海道コカ・コーラボトリング株式会社（本社：札幌市清田区 社長：角野中原）は、 

社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンターとの間で、北海道の｢犯罪被害者及び

その家族又は遺族｣に対する犯罪被害者支援活動を協働でおこなうことで、犯罪被害者等が

再び平穏な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的として協定を締結し

ます。 

この「犯罪被害者支援活動」とは、全道の警察署に設置している自動販売機（60台）の

売上金の一部を社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンターに寄付するほか、自

動販売機の広報パネル等を使用した被害者支援の広報・啓発活動を行うなど、道内の犯罪

被害者等の支援活動に関して、相互に連携・協力することとしています。 

 

つきましては、社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンターとの「犯罪被害者

支援活動に関する協定書」の手交式を下記の通り実施しますのでお知らせいたします。 

 

「犯罪被害者支援活動」の協定書手交式のお知らせ 

 

2010 年 7 月 2 日（金）午後 3時 00 分より 

  場 所： 北海道警察本部 13 階 小会議室（札幌市中央区北2条西7丁目） 

  出席者：   ・社団法人 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター 

副理事長      善養寺 圭子 

         ・北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

                  常務取締役     横山 英三 

  ＜立会人＞  ・北海道警察本部 警務部 警務課 

                 犯罪被害者支援室長  車  久司                    



当社は、｢北の大地とともに｣をスローガンに、責任ある企業市民として、北海道の魅

力をさらに高める活動を、継続的に実行してまいります。これからも、次世代を担う子

どもたちに、将来の地球の姿を考える場を提供することや、安全で安心な地域づくりを

応援する取り組みを、地元企業として、事業活動を通して継続的に推進してまいります。 

 

（ご参考） 

■ 現在使用されている「犯罪被害者支援活動・自販機用ポスター」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

広報・CSR推進部 広報課 

011-888-2091 


